
藤代駅南口地区 地区計画について

平成２８年９月１日現在

藤代駅南口土地区画整理事業区域内(33.4ha)において建築物の規制誘導による

良質な住環境を形成し，質の高い市街地環境の創出を目標とした地区計画を定

めています。

この地区計画のルールにのっとって、皆さんと協力して魅力あるまちづくりを

進めていきましょう。

地区名 ： 藤代駅南口地区

施行者 ： 取手市

施行面積 ： 33.4ha
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○地区計画の設定について

藤代駅南口土地区画整理事業内の地区（用途地域）ごとに地区整備計画を設定

し，建築物等に関する制限を設定しております。

●戸建て住宅地区（第 1種低層住居専用地域）

●集合住宅地区（第 1種住居地域）

●住商複合地区（第２種住居地域）

●駅周辺商業系地区（近隣商業地域）

●交通施設地区（準工業地域）

○地区計画の内容について

各地区の制限内容は下記のとおりです。

●戸建て住宅地区（第 1種低層住居専用地域）

●集合住宅地区（第 1種住居地域）

建築物等の形態

または意匠の制限

１. 屋根は傾斜屋根とする。ただし、角度は自由で一部でも可能とする。

２. 建築物の外壁、屋根及び工作物の色彩、意匠は、刺激的な原色、及び蛍光色を避け、落ち着きのある

色彩とする。

３. 屋外広告物については、茨城県屋外広告物条例に規定する自家広告物及びその他の適用除外広告物と

し、自家広告物の合計表示総面積は、3.0 ㎡以下とする。また、屋上に設置してはならない。

囲障の制限 道路等公共用地に接する部分及び隣地境界部分に設ける囲障（門を除く）は、原則として生垣あるいは透

視可能なフェンス・金属柵その他これらに類するもので、その高さを 1.5m 以下とする。（図―８参照）

壁面の位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、当該敷地が接する道路等の境界線までの距離は下記のとお

りとする。ただし、建築物に附属する車庫、物置及びその他これらに類するもので、延べ面積が 30 ㎡未満

のものにあっては、この限りでない。

都市計画道路…1.5ｍ以上

その他の道路…1.0ｍ以上

隣地境界線 …0.5ｍ以上

（図―１参照）

建築物等の制限

（知事承認事項）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

① 建築基準法別表第二（に）項第二号、第五号、第六号、第七号に揚げる建築物。

② 以下に掲げる風俗営業等の建築物。

低照度飲食店、区画席飲食店

建築物の敷地面積の

最低制限

最低面積は 165 ㎡とする。

（仮換地指定時の面積はこの限りでない。）

建築物の高さの最高

限度（知事承認事項）

高さの最高限度は 31.0ｍとする。
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●住商複合地区（第２種住居地域）

建築物等の形態

または意匠の制限

１．屋根は傾斜屋根とする。ただし、角度は自由で一部でも可能とする。

２．建築物の外壁、屋根、及び工作物の色彩、意匠は、刺激的な原色、彩度の高い色彩、及び蛍光色を避

け、落ち着きのある色彩とする。

３．屋外広告物については、次の各号に掲げるとおりとする。

① 表示できる屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例に規定する自家広告物及びその他の適用除外広告物

とする。

② 派手な電飾等の装飾は避け、周辺景観との調和に配慮すること。

③ 屋外広告物を含めた高さの最高限度は地区整備計画で定める「建築物の高さの最高限度」を超えない

ものとする。

④ 屋上利用広告の高さは、当該建築物の高さの 1/3 以下とする。

⑤ 野立広告は、道路面からの高さは 7.0m 以下とし、１面の表示面積は、10.0 ㎡以下とする。

⑥ 道路境界線より突き出してはならない。

囲障の制限 道路等公共用地に接する部分及び隣地境界部分に設ける囲障（門を除く）は、原則として生垣あるいは透

視可能なフェンス・金属柵その他これらに類するもので、その高さを 1.5m 以下とする。（図―８参照）

壁面の位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、当該敷地が接する道路の境界線までの距離は下記のとおり

とする。ただし、建築物に附属する車庫、物置及びその他これらに類するもので、延べ面積が 30㎡未満の

ものにあっては、この限りでない。

都市計画道路…1.5ｍ以上

その他の道路…1.0ｍ以上

（図―２参照）

建築物等の制限

（知事承認事項）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

① 建築基準法別表第二（に）項第二号、第五号、第六号、第七号に揚げる建築物。

② 以下に掲げる風俗営業等の建築物。

低照度飲食店、区画席飲食店

延べ床面積の敷地面

積に対する割合

敷地面積 5,000 ㎡以上は３０／１０を上限とする。

敷地面積 5,000 ㎡未満は２０／１０を上限とする。

建築物の敷地面積の

最低制限

最低面積は 1,000 ㎡とする。

建築物等の形態

または意匠の制限

１．屋根は傾斜屋根とする。ただし、角度は自由で一部でも可能とする。

２．建築物の外壁、屋根、及び工作物の色彩、意匠は、刺激的な原色、彩度の高い色彩、及び蛍光色を避

け、落ち着きのある色彩とする。

３．屋外広告物については、次の各号に掲げるとおりとする。

① 表示できる屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例に規定する自家広告物及びその他の適用除外広告物とす

る。

② 派手な電飾等の装飾は避け、周辺景観との調和に配慮すること。

③ 屋外広告物を含めた高さの最高限度は地区整備計画で定める「建築物の高さの最高限度」を超えない

ものとする。

④ 屋上利用広告の高さは、当該建築物の高さの 1/3 以下とする。

⑤ 野立広告は、道路面からの高さは 7.0m 以下とし、１面の表示面積は、10.0 ㎡以下とする。

⑥ 道路境界線より突き出してはならない。
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●駅周辺商業系地区（近隣商業地域）

囲障の制限 道路等公共用地に接する部分及び隣地境界部分に設ける囲障（門を除く）は、原則として生垣あるいは透

視可能なフェンス・金属柵その他これらに類するもので、その高さを 1.5m 以下とする。（図―８参照）

壁面の位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、当該敷地が接する道路境界線または、隣地境界線までの距

離は下記のとおりとする。

都市計画道路・その他の道路…道路境界・緑地の官民境界から 1.5m 以上（図―３参照）

１号公園…隣地境界線から 5.0ｍ以上（図―4参照）

建築物等の制限

（知事承認事項）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

① 建築基準法別表第二（に）項第五号、第六号、(へ）項第五号、（と）項に揚げる建築物。

② 以下に掲げる風俗営業等の建築物。

低照度飲食店、区画席飲食店

建築物等の形態

または意匠の制限

１．屋根は傾斜屋根とする。ただし、角度は自由で一部でも可能とする。

２．建築物の外壁、屋根、及び工作物の色彩、意匠は、 刺激的な原色、彩度の高い色彩、及び蛍光色を避け、

落ち着きのある色彩とする。

３． 屋外広告物については、次の各号に掲げるとおりとする。

① 表示できる屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例に規定する自家広告物及びその他の適用除外広告物とす

る。

② 派手な電飾等の装飾は避け、周辺景観との調和に配慮すること。

③ 屋外広告物を含めた高さの最高限度は地区整備計画で定める「建築物の高さの最高限度」を超えないもの

とする。

④ 屋上利用広告の高さは、当該建築物の高さの 1/3 以下とする。

⑤ 壁面の位置の制限により道路面から高さ 10m を超える部分について制限がある場合は、当該部分に屋外広

告物を表示してはならない。（図―７参照）

⑥ 野立広告は、道路面からの高さは 7.0m 以下とし、１面の表示面積は、10.0 ㎡以下とする。

⑦ 南口停車場線、南口交通広場または特殊道路（仮称）P８－１号線に接する敷地において突出広告を表示す

る場合は地上から下端までの高さを 2.7m とする。（図―７参照）

⑧ 道路境界線より突き出してはならない。（図―７参照）

囲障の制限 道路に面した囲障（門は除く）は、禁止する。

ただし、住宅、共同住宅、寄宿舎、または下宿において、防犯上あるいはプライバシーの保護という観点から設

置する、生垣あるいは透視可能なフェンス・金属柵その他これらに類するもので、その高さが 1.5ｍ以下のもの

にあっては、この限りでない。（図―８参照）

壁面の位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は下記のとおりとする。

①南口停車場線または南口交通広場もしくは特殊道路（仮称）Ｐ８－１号

ア）地盤面から 10.0ｍ以下…1.0ｍ以上（図―５参照）

（ただし、当該敷地の地盤から 3.0m を越える部分についてはこの限りでない。）

イ) ア以外の範囲

南口停車場線または南口交通広場…5.0ｍ以上

特殊道路（仮称）Ｐ８－１号…3.0ｍ以上（図―５参照）

② ①以外の都市計画道路…1.5ｍ以上 （図―６参照）

③ 上記以外の道路…1.0ｍ以上 （図―６参照）
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●交通施設地区（準工業地域）

※上記の各制限については，当該地区計画決定の際に現存する建築物及び土地区画整理事業

においておこなわれる移転・仮換地指定・換地処分についてはこの限りではありません。

建築物の高さの最

高限度

（知事承認事項）

高さの最高限度は 15.0ｍとする。

建築物等の形態ま

たは意匠の制限

１．屋根は傾斜屋根とする。ただし、角度は自由で一部でも可能とする。

２．建築物の外壁、屋根、及び工作物の色彩、意匠は、 刺激的な原色、彩度の高い色彩、及び蛍光色を避け、

落ち着きのある色彩とする。

３． 屋外広告物については、次の各号に掲げるとおりとする。

① 表示できる屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例に規定する自家広告物及びその他の適用除外広告物とす

る。

② 派手な電飾等の装飾は避け、周辺景観との調和に配慮すること。

③ 屋外広告物を含めた高さの最高限度は地区整備計画で定める「建築物の高さの最高限度」を超えないもの

とする。

④ 屋上利用広告の高さは、当該建築物の高さの 1/3 以下とする。

⑤ 壁面の位置の制限により道路面から高さ 10m を超える部分について制限がある場合は、当該部分に屋外広

告物を表示してはならない。（図―７参照）

⑥ 野立広告は、道路面からの高さは 7.0m 以下とし、１面の表示面積は、10.0 ㎡以下とする。

⑦ 南口停車場線、南口交通広場または特殊道路（仮称）P８－１号線に接する敷地において突出広告を表示す

る場合は地上から下端までの高さを 2.7m とする。（図―７参照）

⑧ 道路境界線より突き出してはならない。（図―７参照）
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○地区計画の届出について

藤代駅南口のまちづくりは，皆様方の建築行為等を誘導，規制することにより

実現されます。そのため工事着手の３０日前かつ建築確認申請の前に届出をし

ていただきます。

○届出の必要な行為について

○届出から工事着手まで

計画変更 勧告通知 不適合

確認中断 不適合

問い合わせ先 茨城県取手市西２－３５－３ 分庁舎２階

取手市役所 都市整備部 都市計画課

０２９７（７４）２１４１

届 出 を 必 要 と す る 行 為

●土地区画形質の変更

切土・盛土・道路・宅地の造成、敷地の分割など

●建築物の建築・工作物の建築

建築物の新築・増改築・移転及び門・塀・擁壁・広告塔などの工作物の建設

●建築物等の用途の変更

●建築物等の形態または意匠の変更

建築物・門・塀・その他の工作物の高さ・その他の寸法・形状・色彩の変更

事前相談

届出の要否

届出の審査

建築確認の

要否

審 査

工事着手

届出都市計画法

５８条の 2

関連手続

許可・認可等

建築確認申請

建築基準法６条

適 合

適 合



集合住宅地区

住商複合地区 住商複合地区

駅周辺商業系地区 駅周辺商業系地区
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